
 

 

 

地方税法施行規則の一部を改正する省令の概要 

 

 

 

総務省自治税務局 

 

 

 

１．改正内容 

租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の住民税及び事業税の徴収

猶予について、以下の改正を行う。 

① 納税義務者が徴収猶予を地方団体に申請する場合の申請書の様式を規定 

② 申請書に添付すべき書類を規定 

③ 国税庁長官等に対して租税条約に基づく申立てがあった場合に、国税庁長官か

ら地方団体に対し通知する事項を規定 

 

 

 

２．施行期日 

平成 30年１月１日 


